
１．審議会等の会議の公開に関する規則（案）に対する意見と町の考え方

規則（案）
意見
番号

意見 町の考え方

1 　住民と行政が、情報の共有を図る目的で、
「付属機関」および審議会等に適用される会
議公開の規定案であるが、今、問題なのはこ
れらの町行政が直轄する審議会等ではなく、
町が株の大半を持つ企業の株主総会や、指定
管理者や社会福祉協議会のような金銭的に町
が制御可能な外郭団体の総会や事業報告会
や、ゴミ処理や後期高齢者の運営団体のよう
な、実質的には行政執行の会議となっている
にもかかわらず、何も住民に公開されていな
い会議である。
　これらは、「付属機関」にも該当せず審議
会でもないので、この規定では公開は必要な
いことになるが、絶対公開すべき会議である
と思う。加えて、これらは町の情報公開制度
条例が適用されない団体であり、運営がいわ
ばブラックボックス化されているのである。
制度設計が難しいのかもしれないが、ぜひ、
範囲を広げて、住民との情報の共有を前に進
めて欲しい。

　町が出資する法人については、情報公
開条例において、その管理する文書の公
開についての努力義務が定められていま
す。
　また、指定管理者も情報公開条例の趣
旨に即して、その指定管理業務に関する
文書の公開に関して必要な措置を講ずる
よう努める義務があります。
　一方、町(実施機関)に対しては、出資
法人や指定管理者に対する文書公開の指
導又は助言の努力義務が規定されていま
す。
　後期高齢者医療広域連合は、地方自治
法に規定する特別地方公共団体なので、
別に情報公開条例を定めており、その中
で文書公開に関して規定しています。
　ご指摘のとおり、こうした組織や機関
は、今回制定しようとする規則の対象に
は該当しませんが、既述のとおり文書の
公開については可能なものがありますの
で、引き続き情報公開制度の適正な運用
に努めたいと考えます。

2 　議会も自治基本条例を守る義務があること
に「条例上」なってはいるが、議会の主催す
る会議には、この規定が適用されないようで
ある。議会運営委員会、全員協議会などに公
開義務を課している議会が、神奈川県にもあ
るが、寒川町議会は行なっていない。
　もし、議会を適用除外するなら、行政は自
治基本条例で規定し、議会は別に議会基本条
例などで規定するしかない。私は、立法と行
政を一本にした条例（政府と衆議院の両方を
縛る法律のようなもの）は本来おかしいと
思っているが、自治基本条例を「憲法」と言
うなら、憲法らしく、全ての既存条例・計画
を自治基本条例に沿って早急に見直すなど大
幅な見直しが必要になる。

　今回制定しようとする審議会等の会議
の公開に関する規則は、町長部局におけ
る附属機関や町政に町民や有識者等の意
見を反映させる目的で設置される協議
会、委員会等の会議について適用される
ものです。他の執行機関における附属機
関等の会議については、各執行機関にお
いて、この規則に準ずる規程を設ける必
要があります。
　議会は執行機関ではありませんが、自
治基本条例の適用を受けます。しかしな
がら、その会議の公開については寒川町
議会会議規則や同傍聴規則、同委員会条
例などに規定されています。議会に設置
される会議の公開に関しては、自治基本
条例の趣旨に照らして議会が判断した結
果必要があれば、ご意見にあるとおり規
則などの見直しが行われるものと考えま
す。

【第４条】
　前条の規定にかかわらず、法令又は
条例等に特段の定めがある場合は、審
議会等の会議は、非公開とする。
２　審議会等は、議事が寒川町情報公
開条例（平成１１年寒川町条例第２４
号。以下「条例」という。）第５条各
号に該当する情報を含むものである場
合は、その会議の全部又は一部を非公
開とすることができる。
【第５条】
　審議会等は、会議の公開又は非公開
の別にかかわらず、次に掲げる事項に
ついて、広報への掲載、町ホームペー
ジへの掲載及び町施設への会議開催の
お知らせ（第１号様式）の掲示によ
り、原則として開催日の２週間前まで
に公表するものとする。ただし、緊急
に審議会等の会議が開催され、事前に
公表することができないときは、この
限りでない。
　　　－ 第２項省略 －
３　第１項ただし書の規定により会議
の開催について事前に公表しなかった
場合は、事後においてその理由を公表
するものとし、その方法は広報への掲
載、町ホームページへの掲載及び前項
に規定する町施設への会議開催の事前
公表不実施理由書（第２号様式）の掲

3 　非公開にする場合の手続き（第４条）の解
説（６ページに）に、「自治基本条例の趣旨
に合致しているかどうか考慮し、非公開につ
いて判断することになります」、「非公開と
する具体的な理由を明らかにする必要があ
る」とあるが、一体、だれが判断し、誰が明
らかにするのであろうか？
　判断が間違っている場合、誰かが指摘し、
是正するのであろうか？　情報公開制度運営
審議会に報告して判断を仰ぐのであろうか？
ここを不明確なままにしておくと、公開しな
い抜け道が多くなると思う。公開しなかった
理由を公表する規定（第５条３項）もある
が、「その理由が理由になっていない」場合
も同じ問題が生じる。

　第４条は、会議を非公開とする場合に
ついて定めていますが、解説の「自治基
本条例の趣旨に合致しているかどうか考
慮し」というのは、非公開と定めている
条例等が町の条例や規則である場合に、
その審議会等の性格等が自治基本条例の
趣旨に照らして、非公開とするのが妥当
なのかどうか考慮するということです。
　非公開の判断については、審議会等に
諮問する議事の内容をあらかじめ承知し
ている事務局において行い、公表するの
が適当と考えます。
　非公開とする場合は、第５条第１項に
定めるとおり会議開催の事前公表におい
て、非公開の理由を明らかにする必要が
あります。この規則の運用状況は、第９
条に規定されているとおり公表され、ま
た、まちづくり推進会議にも報告します
ので、会議の性格上公開されるべき審議
会が公開されていない場合は、そこで町
民の審判を受けることになります。

【第２条】
　この規則の対象とする会議は、地方
自治法（昭和２２年法律第６７号）第
１３８条の４第３項の規定に基づき設
置される附属機関及び町政に町民、有
識者等の意見を反映させることを目的
として要綱等により設置される協議
会、委員会、懇話会等（以下「審議会
等」という。）の会議とする。
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規則（案）
意見
番号

意見 町の考え方

5 　第１項の「議事録（第４号様式）の項目
欄」の配列は、次の様に一部変更された方
が、実務的と思います。
（会議名）、（開催日時・開催形態）、（開
催場所）、（出席者）、（議題）、（議事の
経過）、（決定事項）、（提出資料）、（議
事録承認委員及び議事録確定年月日）
　尚、「発言者名の明記」の是非について
は、個人情報保護との関係も考慮して決定さ
れたい。
　第２項の「議事録承認委員」の定数基準の
規定化が必要と思います。例えば、議事録の
早期確定の為に委員定数の２名とか。
※根拠・・・正副長に一任の場合を考慮し
て。

　議事録の項目欄についてですが、審議
会等によっては議事の経過が非常に長く
なる場合も想定されます。「議題」と
「決定事項」を続けて配列することで、
会議のテーマと結論を一括して記載でき
るということから、案のような配列にし
ています。実務上は、先に「議事の経
過」欄を作成し後から「決定事項」欄を
作成すれば問題がないので、案のとおり
とします。
　「発言者名の明記」については意見番
号６の回答をご参照下さい。
　「議事録承認委員」の定数について基
準を設ける考えはありません。審議会等
の実情に応じて決めることになります。
議事録確定の迅速性は委員の人数よりも
内容確認の手法によるところが大きいの
で、できる限り早期の確定に努めます。

6 　議事録には、発言者の名前を載せるべきだ
と思う。公募委員は反対しないが、当て職の
委員は往々にして反対する様子である。理由
は分からないが、委員の資質の問題ではない
かと思う。できれば、委員になる人にはあら
かじめ小さなレクチャーを行ない、委員とし
ての自覚とテーマに関する関心を高める規定
を、ぜひ入れ込んでいただきたいと思う。そ
うしないと、意味のない議論が多くなり、審
議会が有名無実化する。

　会議を公開することの意味は、審議会
等の会議において何が議論されているの
かを明らかにするとともに、委員の発言
にも責任を持ってもらうということがあ
ります。
　名前が出ると自由な発言ができないと
いう意見を聞きますが、町民の信託に基
づいて公的な委嘱をされ報酬や謝礼を受
ける公的委員として発言に責任を持つこ
とは当然の責務と考えますので、発言者
の名前は公表されるべきと考えます。
　個人情報保護との関係ですが、発言内
容の中に個人を特定できる内容があれ
ば、その部分は非公開ですが、発言者自
身については公的立場での発言なので、
個人情報の扱いにはなりません。
　委員の資質の問題については、言及す
る立場ではありません。
　審議会の有名無実化については、会議
が公開され、議事録が公開される中で、
町民からそう判断されれば、その審議会
の廃止について検討せざるをえないと考
えます。

【第６条】
　審議会等は、あらかじめ定める人数
（第３項において「定員」という。）
の範囲内において、当該会議の傍聴を
認めるものとする。
２　会議を開催する日時は、傍聴者が
傍聴しやすいよう配慮して定めるもの
とする。
３　傍聴は、当日の指定された時間ま
でに受け付けるものとし、申込者が定
員を超える場合は、抽選により傍聴者
を決定する。
４　傍聴者は、次に掲げる遵守事項を
守り、審議会等の長の指示に従って、
静穏に傍聴しなければならない。
　⑴　傍聴者記名票（第３号様式）を
提出する。
　⑵　議事に対して発言、挙手、拍手
等の行為をしない。
　⑶　飲食又は喫煙をしない。
　⑷　はちまき、たすき等の示威的行
為をしない。
　⑸　会議の様子を撮影又は録音しな
い。ただし、審議会等の長の許可を得
た場合は、この限りでない。
　⑹　その他会議の妨害となる行為、
又は他人に迷惑を及ぼす行為をしな
い。
５　審議会等の長は、会場の秩序維持
のため必要と認める場合には、傍聴者
に退席を命ずることができる。

4 　第１項の「あらかじめ定める人数（定
員）」の決定者及び決定方法を細則で明示し
ておいて貰いたい。
　第２項の「会議を開催する日時の決定要
件」を構成委員側の犠牲的協力のことも考慮
して、次のようにされたい。
「・・・、傍聴者が傍聴しやすいよう出来る
だけ配慮して定めるものとする。」
　第４項１号の「傍聴者記名票（３号様
式）」の住所欄の※は不要と思います。その
理由は、町自治基本条例第３号で定義付けら
れている「町民」の識別が出来るからです。
　勿論「個人情報保護」の厳正管理は言うま
でもありません。
　尚、「町民」以外の町との利害関係者の傍
聴申し込みは如何するのか、規定しておいた
方が良いと思います。

　あらかじめ定める人数（定員）の決定
については、審議会等の委員数と会議場
の広さとの関係を勘案しながら、事務局
において行うのが適当と考えます。細則
の制定については現時点で考えていませ
ん。
　会議を開催する日時については、より
多くの町民に関心をもってもらえるよう
に夜間や土日曜日も含めて傍聴希望者が
来やすい日時に配慮することを狙いとし
ていますので、案のとおりとします。
　傍聴者記名票の住所欄の※は、不必要
な個人情報の収集を避けるために用いて
いるものです。自治基本条例に定める
「町民」は在住、在勤、在学のいずれか
が要件なので、住所欄に書く住所によっ
て自治基本条例上の「町民」であるか否
かは判断できません。実質的には誰でも
傍聴可能です。したがって、住所欄への
記載については差し支えがない範囲でお
願いするという意味を明示するために、
※を付しているものです。
　町との利害関係者かどうかということ
については、傍聴受付の段階で判断する
ことは困難です。予定される議事内容に
町の情報公開条例に定める「非公開情
報」が含まれる場合は、会議の全部また
は一部が非公開になることで対応できる
と考えます。

【第８条】
審議会等は、会議の公開又は非公開の
別にかかわらず、会議終了後、速やか
に次に掲げる事項を記載した議事録
（第４号様式）を作成するものとす
る。
　⑴　会議名
　⑵　開催日時
　⑶　開催場所
　⑷　出席者名、欠席者名及び傍聴者
数
　⑸　議題
　⑹　決定事項
　⑺　公開又は非公開の別及び非公開
の場合その理由（一部非公開の場合を
含む）
　⑻　議事の経過
　⑼　配付資料
２　議事録の確定は、各審議会等にお
いて会議毎に指名される議事録承認委
員による承認によるものとする。
　　　－ 第３項、第４項省略 －
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